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平成３０年第１回 飯塚市議会会議録第６号 

 

 平成３０年３月２０日（火曜日） 午前１０時００分開議 

 

○議事日程 

 

日程第２７日 ３月２０日（火曜日） 

 

第１ 常任委員会委員長報告 

１ 総務委員長報告（質疑、討論、採決） 

  （１）議案第 １号 平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第７号） 

（２）議案第２２号 飯塚市職員定数条例の一部を改正する条例 

（３）議案第２３号 飯塚市税条例の一部を改正する条例 

（４）議案第３３号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

（５）議案第３４号 嘉麻市との間における定住自立圏形成協定の締結 

（６）議案第３５号 桂川町との間における定住自立圏形成協定の締結 

（７）議案第３６号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少 

及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更 

（８）請願第１４号 玄海原発再稼働の延期を求める決議に関する請願 

２ 福祉文教委員長報告（質疑、討論、採決） 

（１）議案第 ５号 平成３０年度飯塚市介護保険特別会計予算 

（２）議案第１４号 平成３０年度飯塚市学校給食事業特別会計予算 

（３）議案第２６号 飯塚市文化振興基本条例等の一部を改正する条例 

（４）議案第２７号 飯塚市子育て支援センター条例の一部を改正する条例 

（５）議案第２９号 飯塚市介護保険条例の一部を改正する条例 

（６）議案第３０号 飯塚市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める 

条例 

（７）議案第５５号 平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第８号） 

３ 協働環境委員長報告（質疑、討論、採決） 

（１）議案第 ４号 平成３０年度飯塚市国民健康保険特別会計予算 

（２）議案第 ６号 平成３０年度飯塚市後期高齢者医療特別会計予算 

（３）議案第１３号 平成３０年度飯塚市汚水処理事業特別会計予算 

（４）議案第２１号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

（５）議案第２４号 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

（６）議案第２５号 飯塚市国民健康保険給付費等準備基金条例等の一部を改正する条例 

（７）議案第２８号 飯塚市人権擁護に関する条例の一部を改正する条例 

（８）議案第３１号 飯塚市ふれあい交流センター条例の一部を改正する条例 

（９）議案第３９号 専決処分の承認(平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第６号）） 

４ 経済建設委員長報告（質疑、討論、採決） 

（１）議案第 ２号 平成２９年度飯塚市立病院事業会計補正予算（第３号） 

（２）議案第 ７号 平成３０年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算 

（３）議案第 ８号 平成３０年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算 

（４）議案第 ９号 平成３０年度飯塚市農業集落排水事業特別会計予算 
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（５）議案第１０号 平成３０年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算 

（６）議案第１１号 平成３０年度飯塚市駐車場事業特別会計予算 

（７）議案第１２号 平成３０年度飯塚市工業用地造成事業特別会計予算 

（８）議案第１５号 平成３０年度飯塚市水道事業会計予算 

（９）議案第１６号 平成３０年度飯塚市工業用水道事業会計予算 

（10）議案第１７号 平成３０年度飯塚市下水道事業会計予算 

（11）議案第１８号 平成３０年度飯塚市立病院事業会計予算 

（12）議案第３２号 飯塚市都市公園条例の一部を改正する条例 

（13）議案第３７号 市道路線の廃止 

（14）議案第３８号 市道路線の認定 

第２ 経済・体育施設に関する調査特別委員長報告（質疑、討論、採決） 

１ 議案第１９号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

２ 議案第２０号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

第３ 平成３０年度一般会計予算特別委員長報告（質疑、討論、採決） 

  １ 議案第 ３号 平成３０年度飯塚市一般会計予算 

第４ 人事議案の提案理由説明、質疑、討論、採決 

１ 議案第４０号 教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めること 

２ 議案第４１号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること 

３ 議案第４２号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること 

４ 議案第４３号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること 

５ 議案第４４号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること 

６ 議案第４５号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること 

７ 議案第４６号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること 

８ 議案第４７号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること 

９ 議案第４８号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること 

10 議案第４９号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること 

11 議案第５０号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること 

12 議案第５１号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること 

13 議案第５２号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること 

14 議案第５３号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること 

15 議案第５４号 監査委員の選任につき議会の同意を求めること 

第５ 議会選出各種委員の選出 

  １ 民生委員推薦会委員 

２ 国民健康保険運営協議会委員 

３ 中小企業融資制度審議会委員 

第６ 議員提出議案の提案理由説明、質疑、討論、採決 

１ 議員提出議案第１号 バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書の提 

            出 

２ 議員提出議案第２号 障がい児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を 

求める意見書の提出 

３ 議員提出議案第３号 所有者不明の土地利用を求める意見書の提出 

第７ 報告事項の説明、質疑 

１ 報告第１号 平成２９年度飯塚市土地開発公社予算の補正 

２ 報告第２号 専決処分の報告（交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに 

伴う和解） 
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３ 報告第３号 専決処分の報告（車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこ 

れに伴う和解） 

４ 報告第４号 専決処分の報告（市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めるこ 

と及びこれに伴う和解） 

第８ 署名議員の指名 

第９  閉 会 

 

○会議に付した事件 

 

議事日程のとおり 

 

○議長（藤浦誠一） 

これより、本会議を開きます。 

常任委員会に付託していました「議案第１号」、「議案第２号」、「議案第４号」から「議案

第１８号」までの１５件、「議案第２１号」から「議案第３９号」までの１９件、「議案第５５

号」及び「請願第１４号」、以上３８件を一括議題といたします。 

総務委員長の報告を求めます。２７番 坂平末雄議員。 

○２７番（坂平末雄） 

総務委員会に付託を受けました議案７件及び請願１件について、審査した結果を報告いたしま

す。 

「議案第１号 平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第７号）」については、執行部から補

正予算書に基づき、補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、債務負担行為補正、公有財産購入費のうち、目尾地域開発事

業用地敷（土地開発公社委託分）について、２０１９年度から２０２５年度分として、計上され

ている１５億４７８１万９千円の対象となる用地及び面積はどのようになっているのかというこ

とについては、クリーンセンター周辺の用地で、総面積は３１万３４４９．１６平方メートルで

あるという答弁であります。 

次に、各年度に計上している予算限度額はどのように決定し、計上しているのかということに

ついては、総面積を各年度、平準化して割り振った額を元金と、それに伴う利息と合わせて計上

しているものであるという答弁であります。 

以上のような審査の後、委員の中から、目尾地域振興計画は破綻しており、土地開発公社によ

る先行取得についても認められず、本案に反対であるという意見が出され、採決を行った結果、

本案については賛成多数で、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第２２号 飯塚市職員定数条例の一部を改正する条例」及び「議案第２３号 飯

塚市税条例の一部を改正する条例」以上２件については、それぞれ執行部から、議案書に基づき

補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第３３号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」について

は、執行部から議案書に基づき補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、消防団員等の損害補償のうち、配偶者及び配偶者のいない方

の扶養親族にかかる補償額が減額となることに対し、市として何らかの措置を行う考えはないの

かということについては、国の制度改正に伴うものであり、減額分の対応は検討していないとい

う答弁であります。 

以上のような審査の後、委員の中から、消防団員等にかかる損害補償の基準を不利益変更する

国の改正内容をそのまま受け入れ、何の代替補償も考えていないことは認められず、本案に反対

であるという意見が出され、採決を行った結果、本案については賛成多数で、原案どおり可決す



２６４ 

 

べきものと決定いたしました。 

次に、「議案第３４号 嘉麻市との間における定住自立圏形成協定の締結」及び「議案第３５

号 桂川町との間における定住自立圏形成協定の締結」以上２件については、関連があるため一

括議題とし、執行部から議案書並びに提出資料に基づき補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、定住自立圏構想を国が推進する理由は何かということについ

ては、地方圏から、３大都市圏への人口流出を防ぐため、地方都市の中で核となる中心市を定め、

隣接する市町村と事業を連携して実施し、活性化させることで人の流れに歯どめをかけることを

目的としたものであるが、現状では嘉飯圏から福岡都市圏への転出超過が課題となっているとい

う答弁であります。 

次に、具体的な課題として掲げられている災害防止のための連携は、どのように協議し、成果

に結びつけるのかということについては、防災拠点の整備推進に焦点を絞って連携事業を進めて

いくように考えており、特に避難所としての機能強化のためにＷｉ－Ｆｉ環境の整備等を検討し

ている。成果については、今後策定する共生ビジョンの中で数値化していくという答弁でありま

す。 

次に、定住自立圏構想に基づく協定や共生ビジョンに定めていなくても、これまでのように、

住民の声を聞き、自治体間同士で話し合いながら進めていけば多くの事業で連携できるが、国の

誘導のもと、特別交付税の交付を受けるために実施しているのではないかということについては、

既に取り組んでいる事業であっても、特別交付税を活用することができるものであり、本市が抱

えている課題に対して活用していくという趣旨のもと、事業を進めているものであるという答弁

であります。 

次に、共生ビジョンの策定は、どのように進めていくのかということについては、市長、町長

及び副市長、副町長等で構成する定住自立圏形成推進会議の中で素案を検討し、別に定める検討

会議からの意見、提言を受けるとともに、議会に対しても進捗状況を報告していく中で、意見を

聞きながら策定していくという答弁であります。 

以上のような審査の後、委員の中から、国は３大都市圏への人口流出を防ぐために定住自立圏

構想を進めているが、実情に基づかずに事業を進めようとしていることは矛盾があり、本市が福

岡都市圏との関係をどう考えていくのかということを軸に考えるべきである。また、共生ビジョ

ンにかかる予算について、桂川町、嘉麻市の議会は審議、議決権がなく、本市議会において全て

を決してしまうようなことは認められず、本案に反対であるという意見が出され、採決を行った

結果、本案については賛成多数で、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第３６号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更」については、執行部から、議案書に基づき補足説

明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「請願第１４号 玄海原発再稼働の延期を求める決議に関する請願」については、紹介

議員より趣旨説明を受け、審査した結果、慎重に審査するため継続審査としてほしいとの意見や

３月２３日にも再稼働を行うとの報道があるため、本定例会中に採決してほしいとの意見が出さ

れ、採決を行った結果、本件については賛成多数で、継続審査とすることに決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

総務委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

日本共産党の川上直喜です。私は、ただいまの総務委員長報告のうち、議案第１号、第３３号、



２６５ 

 

第３４号、及び第３５号に反対し、請願第１４号については、採択を求めて討論を行います。 

まず、平成２９年度一般会計補正予算（第７号）は、破綻した目尾地域振興計画の用地を市の

土地開発公社から買収するための１６億円にも及ぶ債務負担行為が、今後の展望がないのに計上

されており、認めることができません。 

次に、飯塚市消防団員等公務災害補償条例の今回改正は、扶養親族加算額及び加算対象区分を

変更して不利益を与えるものであり反対であります。 

次に、嘉麻市並びに桂川町との定住自立圏形成協定の締結についてであります。もともと３大

都市圏との関係で人口流出抑制にために整備された定住自立圏構想ですが、本市は３大都市圏の

著しい人口流出はなく、これに本来該当しないことを承知の上で特別交付金を目当てに進めよう

とするもので、国の誘導による財政措置により不要不急の事業に新たな借金を積み増すことにつ

ながります。 

しかも、今後作成する定住自立圏共生ビジョンによる連携事業は、本市が飯塚市議会の議決に

よって進めるもので、嘉麻市と桂川町の議会の関与は認められず、自治体間の正当な連携事業と

しては無理があり、将来に禍根を残すものであります。住民要求に基づく連携事業は、この誘導

に乗らない方法で財源を確保し、対等な自治体関係、住民参加で進めるべきです。 

最後に、「請願第１４号 玄海原発再稼働の延期を求める決議に関する請願」は、九州電力が

玄海原発３号機については３月２３日、４号機については５月に再稼働を予定していることにつ

いて、第１に阿蘇山の破局的噴火による重大な影響があること、第２に重大事故が発生した場合

に本市の放射能汚染の危険が明らかであること、第３に原子力損害賠償法の措置額が実効性ある

ものに改正されていないこと、第４に九州電力が昨年１２月に設置申請を出した特定重大等対処

施設が完成に至っていないこと、４つの視点から深刻な危険性を指摘し、再稼働延期を求めるこ

とを市議会が決議することを求めたものであります。 

玄海原発再稼働については、３０キロ圏内の自治体だけでなく住民の批判が高まり、再稼働差

し止めを周辺住民らが求めた仮処分の申し立てに対し、佐賀地裁はきょう２０日午前１０時に可

否の決定を出すと決めています。特に３号機については２３日にも再稼働が伝えられているわけ

ですけれども、継続審査ではなく、請願者の意図を尊重し、本議会中に決議を上げるよう訴える

ものであります。そもそも九州電力は、飯塚市議会が全会一致で採択した公開説明会を求める請

願を議会事務局長が即日提出して以降も実施しないばかりか、何の対応もしていません。また、

本市の地域防災計画の原子力災害に関することについても、問い合わせたことすらないのであり

ます。九州電力は、３号機、４号機の安全対策を説明するとしていたリーフレットについて、３

月１３日、ウェブサイトの掲示を削除し、リーフレットの配布もやめました。このリーフレット

の表紙には、太文字で、「万が一の事故の際においても、放射性物質の放出量は、福島第一原子

力発電所事故時の約２０００分の１の４．５テラベクレル（１基あたり）」、「格納容器は破損

せず」等と書いて、玄海原発で事故が起きても健康被害が生じないかのように描いたもので、こ

とさらに安全を強調しています。このリーフレットは、原発施設見学者や住民説明会参加者に配

布され、新たな安全神話をふりまくものだと批判が上がっています。こうした中での玄海原発の

再稼働の強行は認められず、本議会中の採択を重ねて求めるものであります。以上で、私の討論

を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議題中、「議案第１号 平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第７号）」

の委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立

願います。 
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（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第２２号 飯塚市職員定数条例の一部を改正する条例」及び「議案第２３号 飯

塚市税条例の一部を改正する条例」、以上２件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。 

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件はいずれも原案可決されました。 

次に、「議案第３３号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」の委員長

報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第３４号 嘉麻市との間における定住自立圏形成協定の締結」の委員長報告は、

原案可決であります。 

委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第３５号 桂川町との間における定住自立圏形成協定の締結」の委員長報告は、

原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第３６号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少 

及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更」の委員長報告は、原案可決であります。委員長

報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「請願第１４号 玄海原発再稼働の延期を求める決議に関する請願」の委員長報告は、

継続審査であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本件は継続審査とすることに決定いたしました。 

福祉文教委員長の報告を求めます。１４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

福祉文教委員会に付託を受けました議案７件について、審査した結果を報告いたします。 

「議案第５号 平成３０年度飯塚市介護保険特別会計予算」及び「議案第２９号 飯塚市介護

保険条例の一部を改正する条例」、以上２件については、関連があるため一括議題とし、執行部

から予算書並びに議案書とあわせ提出された介護保険料の改定に関する算定資料に基づき、それ

ぞれ補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、他地域と比べて介護保険料が高い理由は何かということにつ

いては、保険料は市民の介護保険給付費をもとに算定しており、市内に介護施設が充実している

こと、また１人当たりの給付費が高いことが理由であるという答弁であります。 

次に、介護保険給付費の上昇を抑えるためにどのような取り組みを行うのかということについ

ては、介護サービスを過不足なく適正に利用してもらうための取り組みを強化したいと考えてい

る。 

また、自立支援や重度化防止といった介護予防事業に取り組み、高齢者に健康に生活してもら

うことで介護保険給付費の上昇を抑えたいという答弁であります。 

この答弁を受け、介護サービスを適正に利用してもらうため、保険料の増額理由が介護保険給
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付費の増加によるものであるということを広く利用者に説明していくべきであるという指摘がな

されました。 

以上のような審査の後、本案２件については、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

次に、「議案第１４号 平成３０年度飯塚市学校給食事業特別会計予算」については、執行部

から予算書に基づき補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、歳入、給食事業収入について、給食費の長期滞納者に対して

は、法的措置を行っているのかということについては、平成２６年４月を最後に裁判所に支払督

促の申し立てができていない。今後は継続的、定期的に実施していきたいという答弁であります。 

この答弁を受け、支払督促を行うと、大半は差し押さえ命令前に納付されており、一定の効果

が認められるため、今後も実施すべきであるという指摘がなされました。 

以上のような審査の後、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第２６号 飯塚市文化振興基本条例等の一部を改正する条例」、「議案第２７号 

飯塚市子育て支援センター条例の一部を改正する条例」及び「議案第３０号 飯塚市指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例」、以上３件については、それぞれ執行部

から議案書に基づき、補足説明を受け審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定

いたしました。 

次に、「議案第５５号 平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第８号）」については、執行

部から補正予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、本案は原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

福祉文教委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

私は、ただいまの福祉文教委員長報告のうち、議案第５号及び第２９号に反対、議案第２７号、

及び第５５号に賛成し、討論を行います。 

まず、介護保険特別会計と介護保険条例改正は、平成１２年度のスタート時からほぼ２倍とな

る年額７万９２００円への介護保険料の引き上げを行うものであり、反対であります。 

次に、子育て支援センター条例改正は、中心商店街に設置し、親と子どもが一緒に遊べ、子育

ての相談もできて親しまれている街なか子育てひろばを子どもたちのために、これまで休みだっ

た日曜日と祝日も利用できるようにするものであり賛成であります。この変更によっても、市が

引き続き責任を持って直営で運営して当然であり、子育て支援に情熱があり実績もあるが、保育

士確保に悩み、低賃金の委託料に困っている民間に押し付けるやり方は認められません。 

最後に、平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第８号）は、総事業費１５億４千万円の小中

学校空調整備計画に基づく事業と大規模改造工事を大分小学校等で行うものであり賛成でありま

す。業者の選考については、昨年４月、業者や市幹部らとともに奈良、京都の一泊旅行を行った

副市長の影響が及ばない措置をとることは、市長の最低限の任命責任の果たし方であることを指

摘するものであります。以上で、私の討論を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 
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採決いたします。議題中、「議案第５号 平成３０年度飯塚市介護保険特別会計予算」の委員

長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願いま

す。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第１４号 平成３０年度飯塚市学校給食事業特別会計予算」、「議案第２６号 

飯塚市文化振興基本条例等の一部を改正する条例」及び「議案第２７号 飯塚市子育て支援セン

ター条例の一部を改正する条例」、以上３件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。委

員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案３件はいずれも原案可決されました。 

次に、「議案第２９号 飯塚市介護保険条例の一部を改正する条例」の委員長報告は、原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第３０号 飯塚市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条

例」及び「議案第５５号 平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第８号）」、以上２件の委員

長報告は、いずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件はいずれも原案可決されました。 

協働環境委員長の報告を求めます。２０番 上野伸五議員。 

○２０番（上野伸五） 

協働環境委員会に付託を受けました議案９件について、審査した結果を報告いたします。 

「議案第４号 平成３０年度飯塚市国民健康保険特別会計予算」、「議案第６号 平成３０年

度飯塚市後期高齢者医療特別会計予算」及び「議案第１３号 平成３０年度飯塚市汚水処理事業

特別会計予算」、以上３件については、それぞれ執行部から予算書に基づき補足説明を受け、審

査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第２１号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」について

は、執行部から、議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

次に、「議案第２４号 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」及び「議案第２５

号 飯塚市国民健康保険給付費等準備基金条例等の一部を改正する条例」、以上２件については、

関連があるため一括議題とし、執行部から議案書並びに補足資料として提出された国民健康保険

税の税率改定に関する資料に基づき補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

次に、「議案第２８号 飯塚市人権擁護に関する条例の一部を改正する条例」については、執

行部から議案書に基づき補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、部落差別の解消の推進に関する法律が成立した際、参議院法

務委員会において、国及び地方公共団体は、部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、

格段の配慮をすべきであるという附帯決議が付されているが、このような内容に基づいて今回条

例を改正するものなのかということについては、そのとおりであるという答弁であります。 

以上のような審査の結果、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第３１号 飯塚市ふれあい交流センター条例の一部を改正する条例」については、

執行部から、議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

いたしました。 
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次に「議案第３９号 専決処分の承認（平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第６号））」

については、執行部から補正予算書に基づき、補足説明を受け、審査した結果、承認すべきもの

と決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

協働環境委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

私は、ただいまの協働環境委員長報告のうち、議案第４号及び第２４号に賛成、第６号、第２

５号及び第２８号に反対し、討論を行います。 

まず議案第４号と第２４号の国民健康保険特別会計と国民健康保険税条例の改正は、その主要

な部分が総額で４億１００万円程度の国民健康保険税の引き下げにかかわるものであり賛成です。

本市の国民健康保険税が、他都市と比較して住民の負担感が大きいのは、多くの自治体が行い、

厚生労働省も承知している一般会計からの法定外繰り入れを拒否し、２００７年に４億８４００

万円、２０１３年に５億９７００万円の引き上げが行われたことが大きな要因であります。この

際、高すぎる国民健康保険税をさらに引き下げるとともに、滞納を理由にした機械的な保険証取

り上げをやめ、１年間通用する保険証を原則交付することを求めるものであります。 

次に、議案第６号 後期高齢者医療特別会計予算は、高すぎる保険料については軽減措置を弱

めて高齢者を苦しめ、１年間通用する保険証を取り上げて、高齢者一人一人の健康状態も把握し

ないやり方が改められず、認めることができません。 

次に、議案第２５号は、国民健康保険の葬祭費４万円をまともな理由もなく県の主導に従って

３万円に引き下げるものであり反対であります。 

最後に、議案第２８号 人権擁護に関する条例の改正についてであります。これは部落差別の

解消の推進に関する法律の理念にのっとり、部落差別を初め、あらゆる差別の解消を推進するた

めとの市の説明です。部落問題の解決は、民主主義の前進を図る国民の不断の努力を背景に大き

く前進しました。国の特別対策の終結から１６年を経て、社会問題としての部落問題は基本的に

解決された到達点にあります。 

第１に、そもそも「部落差別の解消の推進に関する法律」は、部落差別とは何かについて定義

がなく極めて曖昧であり、その濫用によって表現や内心の自由が侵される重大な危険があります。

国会での審議において法案提出者が「部落差別とは部落の出身者に対する差別として明確に理解

できる」と答弁しましたが、これは「部落解放同盟綱領」に書かれている定義と同義であります。

また、差別解消という施策などの条文は限定がなく、利権の復活は排除されておらず、運動団体

による圧力の根拠となり施策が強制されかねません。さらに実態調査は、行政の手で住民を差別

し、国民の内心を侵害し、国民の間に新たな障壁をつくり出す危険があり、調査自体が許しがた

い人権侵害であります。部落問題についての自由な意見交換をも困難にするものであり、逆行は

明白であります。 

第２に、本会議での議案質疑に対する答弁によって、この法律について部落解放同盟飯塚市協

議会が条例改正ではなく新しい条例をつくれと要求し、昨年４回にわたって市と交渉し、今なお

調整がついていないことが明らかになりました。また、今回予算特別委員会で市は「同和地区は

存在しない」と答弁しましたが、既に旧同和地区を類推させると認めてインターネットではアク

セスできなくするなど、不適切と判断した一覧表がある本市の同和対策施設条例の廃止と必要な

施設に関する一般条例化について、部落解放同盟が抵抗していることも明らかになりました。 

２年おきの監査のたびに監査委員による指摘を市が無視して、人件費を中心に合併後４億２千万
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円も補助金を出し続けている要因に、部落解放同盟との調整がつかないことがあることが浮き彫

りになりました。既に特定目的を廃止し、一般住宅となった３３０戸の入居に関する特別な権利

を、法律に違反して１６年間も独占させているのも協議、調整が整わないからだとしているので

あります。また、部落解放同盟の方針でつくられたＮＰＯ人権ネットいいづかは、人権啓発事業

委託を合併後だけでも、合わせて４億５千万円も独占受注しています。 

第３に、条例の改正のポイントについては、既に本会議における議案質疑と答弁で明らかなよ

うに、これまでも内心の自由を侵しかねない危険を持った人権擁護に関する条例に、部落解放同

盟の未来に向かって無制限の横暴を押し込む「部落差別の解消の推進に関する法律」を無理強い

するもので、およそ条例の体をなさないものであります。 

よって、私は、日本国憲法に定める基本的人権を擁護する立場から、今回改正には厳しく反対

するものであります。以上で、私の討論を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

ほかに討論はありませんか。１８番 城丸秀髙議員。 

○１８番（城丸秀髙） 

而今会の城丸でございます。協働環境委員長報告のうち、「議案第２８号 飯塚市人権擁護に

関する条例の一部を改正する条例」に賛成の立場から討論をいたします。 

最近、インターネット上での部落差別等の問題が増大し、また陰湿化している中で、この議案

は、国においては、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法と個別に差

別解消に向けた法整備が進められ、今後においても、ＬＧＢＴ差別禁止法の整備が想定されてお

ります。 

今回の条例改正は、国の個別による既定または、今後想定される差別解消法の法整備を見据え、

既定条例の改正にて取り組みを明確にするもので、部落差別を初め、障がい者、外国人への差別

等あらゆる差別の解消を推進するため、全ての市民が等しく基本的人権を共有するかけがえのな

い個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を初め、あらゆる差別を解消

する必要性に対する市民一人一人の理解を深めるよう努力することにより、差別のないまちづく

りを実現することを目的としております。 

このことは、第２次飯塚市総合計画のまちづくりの基本理念にあります「人権を大切にする市

民協働のまち」を推進し、市民一人一人の人権が大切にされる人権尊重のまちづくりの実現につ

ながるものと考え、この議案に賛成します。以上で、賛成討論を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議題中、「議案第４号 平成３０年度飯塚市国民健康保険特別会計予算」の

委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第６号 平成３０年度飯塚市後期高齢者医療特別会計予算」の委員長報告は、原

案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第１３号 平成３０年度飯塚市汚水処理事業特別会計予算」、「議案第２１号 

飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」及び「議案第２４号 飯塚市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例」、以上３件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案３件はいずれも原案可決されました。 

次に、「議案第２５号 飯塚市国民健康保険給付費等準備基金条例等の一部を改正する条例」

の委員長報告は、原案可決であります。 

委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第２８号 飯塚市人権擁護に関する条例の一部を改正する条例」の委員長報告は、

原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第３１号 飯塚市ふれあい交流センター条例の一部を改正する条例」の委員長報

告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案可決されました。 

次に「議案第３９号 専決処分の承認(平成２９年度飯塚市一般会計補正予算（第６号））」

の委員長報告は、承認であります。 

委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は承認されました。 

経済建設委員長の報告を求めます。２８番 平山 悟議員。 

○２８番（平山 悟） 

経済建設委員会に付託を受けました議案１４件について、審査した結果を報告いたします。 

「議案第２号 平成２９年度飯塚市立病院事業会計補正予算（第３号）」については、執行部

から補正予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

次に、「議案第７号 平成３０年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算」、「議案第８号 

平成３０年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算」、「議案第９号 平成３０年度飯塚市農

業集落排水事業特別会計予算」、「議案第１０号 平成３０年度飯塚市地方卸売市場事業特別会

計予算」、「議案第１１号 平成３０年度飯塚市駐車場事業特別会計予算」、及び「議案第１２

号 平成３０年度飯塚市工業用地造成事業特別会計予算」、以上６件については、それぞれ執行

部から予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

次に、「議案第１５号 平成３０年度飯塚市水道事業会計予算」については、執行部から予算

書に基づき補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、健全な事業運営のために、企業は黒字経営をすべきと考える

が、平成３０年度予算では収支見込額は赤字となっている。これをどのように捉えているのかと

いうことについては、黒字となる予算編成が理想的であるが、近年は給水量減少に伴い収益が減

少しており、黒字化には経費削減に取り組むしかない状況である。その一方で、老朽化した給配

水管の布設替えや施設の更新などの事業は欠かせないことから、厳しい予算編成となっていると

いう答弁であります。 

この答弁を受けて、経費削減による経営改善には限界があると考えられるが、安易に水道料金

見直しといった事態にならないよう、今後も収入確保等の経営努力により収支の改善に努めてほ

しいという要望が出されました。 

以上のような審査の後、本案については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 
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次に、「議案第１６号 平成３０年度飯塚市工業用水道事業会計予算」、「議案第１７号 平

成３０年度飯塚市下水道事業会計予算」及び「議案第１８号 平成３０年度飯塚市立病院事業会

計予算」、以上３件については、それぞれ執行部から予算書に基づき補足説明を受け、審査した

結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第３２号 飯塚市都市公園条例の一部を改正する条例」、「議案第３７号 市道

路線の廃止」及び「議案第３８号 市道路線の認定」、以上３件については、それぞれ執行部か

ら議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

経済建設委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

私は、ただいまの経済建設委員長の報告にありました議案第８号、第１２号、第１５号及び第

３２号に反対の立場から討論を行います。 

まず、飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算についてです。オートレース事業の包括的民間

委託は、公営競技経営のあり方にふさわしくなく、選手の安全の確保、従事員の労働条件の改善、

委託業者による施設の清潔の維持において危惧があり、認めることができません。 

次に、飯塚市工業用地造成事業特別会計予算は、三菱マテリアルにかわって鉱害賠償責任を市

が未来に向かって引き受けることを約束した売買契約により取得した炭鉱跡地に、２５億円の巨

費を投じたにもかかわらず、当初事業目的の自動車関連企業の誘致に失敗し、新たな雇用づくり

の目標には程遠く、借金返しが続いている鯰田工業団地があり、認めることができません。 

最後に、飯塚市水道事業会計予算は、水道法がうたう「水道の布設及び管理を適正かつ合理的

ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによって、清浄

にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する」とし

た目的に照らしてふさわしくない、浄水施設運転管理の民間一括委託を続けており認めることが

できません。 

特に２０１８年度からの請負企業体ケイ・イー・エス、第一環境は、第一環境が昨年の選定選

考の段階で岡山市から指名停止を２次にわたって受けていたのに、選考に当たるメンバーにはま

ともな情報提供もなかったこと、さらに昨年４月の副市長の幹部職員、関係企業との奈良京都一

泊旅行について、どういう事実関係があったか、なかったかについて、市民に事実関係の公表が

今なおないことは、水道事業に当たるものとして企業管理者の誠実さが厳しく問われていること

を指摘しておきます。民間一括委託業者が変わっても、働く労働者はほとんど変更がない現状は、

市が直接雇用して公的責任を果たす上で、何ら不都合がないことを証明しています。以上で、私

の討論を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議題中、「議案第２号 平成２９年度飯塚市立病院事業会計補正予算（第３

号）」及び「議案第７号 平成３０年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算」、以上２件の

委員長報告は、いずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件はいずれも原案可決されました。 

次に、「議案第８号 平成３０年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算」の委員長報告は、

原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員は、ご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第９号 平成３０年度飯塚市農業集落排水事業特別会計予算」、「議案第１０号  

平成３０年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算」及び「議案第１１号 平成３０年度飯塚市

駐車場事業特別会計予算」、以上３件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。委員長報

告のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案３件はいずれも原案可決されました。 

次に、「議案第１２号 平成３０年度飯塚市工業用地造成事業特別会計予算」の委員長報告は、

原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第１５号 平成３０年度飯塚市水道事業会計予算」の委員長報告は、原案可決で

あります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第１６号 平成３０年度飯塚市工業用水道事業会計予算」、「議案第１７号 平

成３０年度飯塚市下水道事業会計予算」及び「議案第１８号 平成３０年度飯塚市立病院事業会

計予算」、以上３件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決する

ことに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案３件はいずれも原案可決されました。 

次に、「議案第３２号 飯塚市都市公園条例の一部を改正する条例」の委員長報告は、原案可

決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

次に、「議案第３７号 市道路線の廃止」及び「議案第３８号 市道路線の認定」、以上２件

の委員長報告は、いずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件はいずれも原案可決されました。 

暫時休憩いたします。 

 

午前１０時５８分 休憩 

 

午前１１時１１分 再開 

 

○議長（藤浦誠一） 

 本会議を再開いたします。 

経済・体育施設に関する調査特別委員会に付託していました「議案第１９号」及び「議案第２

０号」、以上２件を一括議題といたします。 
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経済・体育施設に関する調査特別委員長の報告を求めます。２４番 森山元昭議員。 

○２４番（森山元昭） 

本特別委員会に付託を受けました議案２件について、審査した結果を報告いたします。 

「議案第１９号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」については、執

行部から議案書に基づき、地方卸売市場等施設整備検討委員会を廃止し、新地方卸売市場建設設

計者選定委員会を設置する改正であるとの補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、新地方卸売市場建設設計者選定委員会を設置した後のスケジ

ュールはどのように考えているのかということについては、４月下旬に第１回目の委員会を開催

し、５月上旬から約１か月半の期間で設計者募集を行った後に、第２回目及び第３回目の委員会

を開催して、７月中に設計者を特定する予定であるという答弁であります。 

 次に、同委員会の構成はどのように考えているのかということについては、学識経験者４名、

市職員３名の７名と考えている。学識経験者については、建築・土木分野の大学教授・准教授等

と市場の建設に携わった経験のある方を想定しているという答弁であります。 

 次に、福岡県魚市場株式会社との協議状況はどのようになっているのかということについては、

２月１４日に同社、買受人及び本市による三者協議を行った。同社としては平成３１年３月をも

って退場することとしており、買受人においても、非常に厳しい判断だが同意するということで

決定がなされている。再度、退場の見直しを検討するようお願いしているが、市としても３月末

までには意思決定をしたいと考えているという答弁であります。 

 次に、設計者の選定に市場関係者の意見を反映するため、同委員会に市場関係者を加えるべき

ではないのかということについては、市場関係者には、設計者を決定した後、設計に入った段階

で意見を聞くこととしているという答弁であります。 

 以上のような審査の後、委員の中から、市は福岡県魚市場株式会社と対等の立場で話し合うた

めにいったん議案を撤回すべきであり、本案について反対であるという意見が出され、採決を行

った結果、本案については、賛成多数で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第２０号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」について

は、執行部から議案書に基づき、体育館等施設整備検討委員会を廃止し、新体育館建設設計者選

定委員会を設置する改正であるとの補足説明を受け、審査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、新体育館建設に関連して飯塚市サッカー協会から提出された

要望書はどのような内容なのか。また、その要望にどのように対応するのかということについて

は、新体育館の建設等によってグラウンドが利用できなくなるため、サッカーの練習及び試合が

できる場所の整備を行ってほしいという内容の要望であり、代替地については、健康の森運動公

園の多目的グラウンド及び現在、サッカー場として利用していない既存施設の利活用を検討して

いるという答弁であります。 

次に、第１体育館の耐震診断結果が早ければ３月１６日にも提出されるということだが、その

結果に基づいて改修費用を算出し、市民に公表して意見を聞くべきではないかということについ

ては、耐震診断の結果を受けて、現在、第１体育館を使用している市民への周知とあわせ、同体

育館の耐震改修、空調整備、バリアフリー化及び駐車場確保に要する費用や、新体育館建設の際

に集約することとしている施設を残した場合の維持費を算出した上で、体育館を移転新築するこ

との財政的優位性を示していきたいという答弁であります。 

 以上のような審査の後、委員の中から、今回の提案については時期尚早であり、本案に反対で

あるという意見が出され、採決を行った結果、本案については、賛成多数で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

経済・体育施設に関する調査特別委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありません
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か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

私は、ただいまの経済・体育施設に関する調査特別委員長の報告にありました、議案第１９号

及び第２０号に反対の立場から討論を行います。 

まず、議案第１９号の条例改正は、飯塚市新卸売市場建設設計者選定委員会を設置しようとす

るものであります。３０億円余をかける新卸売市場づくりについては、さまざまな矛盾を含んだ

意見調整の上に、青果部と花卉部及び水産物の３者を一体に移転する合意が成立したとされてい

ました。その後、水産部、福岡県魚市場株式会社が撤退方針を公表すると、市はただちに２者だ

けでも移転する意思を表明したのであります。市は、２月の施設特別委員会で副市長が「市は反

対である」との立場を表明し、今回、議案審査の過程で、市長と副市長が福岡県魚市場株式会社

に、撤退中止を求めて、３月中にも代表と話し合う予定であることを明らかにしました。話し合

いの余地が残る現段階で、建設設計者選定委員会を設置することは、信頼関係の構築には全く役

に立たず、拙速と言わざるを得ません。 

次に、議案第２０号の条例改正についてであります。これは、事業費４５億３千万円を投入し

て、床面積が合わせて２０％も狭くなる新体育館等建設のための設計者を選定する委員会をつく

ろうとするものであります。 

第１に指摘するのは、片峯市長の姿勢が異常であることであります。事業費１５億５千万円と

見込んだ市体育館の大規模改修をやめ、４５億３千万円の巨額を投じて移転新築する市長の方針

転換は、法律で義務づけられた耐震診断を放棄し、県知事から実行せよと命令が届いても、「建

て替えると決めた施設の耐震診断をするという税金の使い方はできない」と市長自身が異議を唱

える等、異常な空気が市役所に広がった中で推し進められてきました。 

もともと市長は教育長時代から大規模改修方針には反対であり、その意向は市役所幹部によく

知られ、さらに前市長が体育館のあり方を諮問した検討委員会での審議スタートのときから市の

意思として知らされていました。 

この検討委員会において市の担当事務局が、市の意向を委員から聞かれ、第１回会合で「参考

となる意見を、この委員会でいろいろいただいた中で」としていたのを、１カ月後の第２回会合

では５つの理由まで挙げた上で「建てかえが望ましいのではないかと考えている」と明言した直

後に、検討委員会が移転新築建てかえでいこうということになったとの施設特別委員会での指摘

に対して、片峯市長は調査ではないが、関係者に話を聞いてみると答弁しました。この結果は、

まだ議会には報告されないままであります。 

また、昨年７月２１日の庁議での議論は、「結論が出ず決定については市長に任せるというこ

とで意見集約」となったとの説明がありました。結論が出ないのであれば、次の庁議で結論を出

す討議をするのが当たり前であります。ところが市議会の次の施設特別委員会が５日後に迫った

８月２日、市長が副市長、関係部長との協議で最終決定し、施設特別委員会の答弁の中で意向を

表明し、後に庁議で決めたということであります。これは、市政運営の通常ルールを著しく踏み

外したものであり、最終的には庁議で確認したでは済まない問題が浮かび上がっているのであり

ます。 

第２に指摘するのは、耐震診断の結果を踏まえた検討をまだしていないことであります。市長

は、県知事命令違反を続けるわけにはいかず、みずからの意向に反して、耐震診断を民間会社に

７２９万円をかけて委託し、速報値として耐震診断報告書を先週３月１５日、太郎丸８１９－２

に事務所を持つ運天一級建築設計事務所から受け取りました。きょう現在、県知事命令に従うた

めに報告文書を決裁中とのことであります。施設特別委員会で、市長は、耐震診断の結果を踏ま
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えて、どういう補強が必要か検討して、市民や利用者に意見を聞くと言いながら、新築建てかえ

は進めるという、いわば問答無用とでも言うような答弁をしたことは重大であります。市長はこ

の際、耐震診断結果に基づいて大規模改修を検討し、その結果を公表の上、時間をかけて市民の

意見を聞く、住民が主役の立場に立つべきであります。 

第３に指摘するのは、巨額の事業費を含めて市民、スポーツ関係者の意見をまともに聞いてい

ないということであります。事業費４５億３千万円への対応も含めて見直された「市財政の見通

し」には、１２年前の非常事態宣言のときを上回る深刻な事態に転落することがくっきりあらわ

れています。この指摘を受けて市長は、事業費縮小の見直しの検討を指示したことを施設特別委

員会で明らかにしたほどであります。今回の方針転換は床面積の縮小を前提とした国の財政措置

に誘導され、市財政の状況をまともに考慮せず、駐車場が不足した、大規模改修しても長くはも

たない、避難所機能を強化する等の口実が次々に成り立たなくなると、次には、市の将来のため

と抽象的なことを言うしかできなくなっています。そもそも新体育館の構想や計画がずさんなた

めに、また、移転によってこれまで利用してきたグラウンドを奪われるために、剣道、柔道、弓

道、サッカー、ソフトボール等、多くのスポーツ関係者からさまざまな要望や批判が出されてい

ること、また、避難所を失うことになる飯塚小学校区の住民には、今なお何ら説明をしてないこ

とへの批判も上がっており、市長は深く、重く、受け止めるべきです。以上で私の討論を終わり

ます。 

○議長（藤浦誠一） 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議題中、「議案第１９号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正

する条例」の委員長報告は、原案可決であります。 

委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

次に、「議案第２０号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」の委員長

報告は、原案可決であります。 

委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は、原案可決されました。 

平成３０年度一般会計予算特別委員会に付託していました「議案第３号」を議題といたします。 

平成３０年度一般会計予算特別委員長の報告を求めます。１３番 守光博正議員。 

○１３番（守光博正） 

本特別委員会に付託を受けました、「議案第３号 平成３０年度飯塚市一般会計予算」につい

て、審査した結果を報告いたします。 

本案の審査に当たりましては、執行部から予算書並びに提出資料に基づき補足説明を受け、審

査いたしました。 

その質疑応答の主なものとして、歳出、総務費、企画費、「国際化推進事業費」について、平

成３０年度からの新規事業であるが継続事業として考えているのかということについては、本市

の国際化を推進することを目的とするもので、姉妹都市との相互交流を継続し、両市の発展へと

つなげることや、グローバルな視点での国際化に向けた事業にも取り組んでいくため、継続して

の事業として考えているという答弁であります。 

次に、総務費、企画費、「ふるさと応援寄附事業費」について、事業の方向性をどのように考

えているのかということについては、本事業には、歳入の確保、地域商品の流通量増加、雇用の



２７７ 

 

創出及び情報発信によるシティプロモーション的効果などを期待しており、総務省の返礼品に関

する指針等を厳守の上、引き続き新たな返礼品を開発して、啓発サイトやＳＮＳによる情報発信、

首都圏域でのＰＲ等により、事業の拡大と推進を図っていきたいという答弁であります。 

次に、総務費、電算管理費、「公衆無線ＬＡＮ整備委託料」について、交流センター化する１

２地区公民館と中央公民館のホール及び会議室の公衆無線ＬＡＮ整備においては、どのような活

用を検討しているのかということについては、市からの情報発信力の強化と地域コミュニティの

活性化等を図るため、無線接続時に市のホームページ等、特定のページにつなげて情報発信する

ことを検討しており、施設ごとに特色ある情報発信も可能となるよう整備していきたいと考えて

いるという答弁であります。 

次に、民生費、社会福祉総務費、「生活困窮者自立相談支援等業務委託料」について、金銭的

な問題を抱えている相談者が大多数とのことだが、支援にむけ、どのような方策を検討している

のかということについては、平成３０年度から、家計相談支援事業を導入し、消費生活アドバイ

ザーやファイナンシャルプランナーの資格を有する者や、金融機関の勤務経験者で債務整理、出

納計画の業務に精通している者を相談員として、包括的な家計相談に関する支援、滞納の解消や

各種給付制度の利用、債務整理の支援等を行うことで、相談者みずからの家計管理の意欲を引き

出すことを目指していきたいという答弁であります。 

次に、民生費、保育所費、「街なか子育てひろば運営委託料」について、街なか子育てひろば

運営委託料と子育て支援センター運営委託料の金額に差があるのはなぜかということについては、

開所日数や保育士資格を有する職員の配置の有無などの違いによるものであるという答弁であり

ます。 

この答弁を受けて、支援センターにおいては、資格が反映された賃金にはなっていないが、必

要とされるニーズを満たす仕事が反映できるよう適切な予算措置をすべきであるという指摘がな

されました。 

次に、衛生費、健康づくり推進費、「子育て世代包括支援センター事業費」について、同セン

ターの支援対象者をどのように考えているのかということについては、全ての妊産婦、就学前の

乳幼児及びその保護者を対象とすることを基本とするが、平成３０年度については、妊娠期から

３歳までの子育て期に重点を置くこととしているという答弁であります。 

この答弁を受けて、児童虐待など最初にどこへ相談したらよいかわからない問題もある。同セ

ンターはさまざまな役割を担うものであると考えるので、事業を実施していく中で、改善を図っ

てほしいという意見が出されました。 

次に、農林水産業費、農業総務費、「農業振興地域整備計画策定支援委託料」について、新た

な農業振興地域整備計画を策定するとのことだが、農業振興地域の指定は、どのように進めてい

くのかということについては、農地所有者にアンケート調査等を行い、地域の生産組合長や農事

組合長、農業委員会とも十分な意見交換を行いながら検討していきたいという答弁であります。 

次に、商工費、商工業振興費、「地域活性化商品券発行事業補助金」について、平成２９年度

の商品券購入者に簡易版のアンケート調査を実施したとのことだが、どのような調査結果となっ

たのかということについては、１４９５人から回答があり商品券の主な利用目的として、「普段

の買い物と同じもののみ購入する」との回答が６２％、「いつもより多めの買い物をする予定」

との回答が２８％であったという答弁であります。 

この答弁を受けて、多くの人が今までと同じものを購入しているのであれば消費喚起に結びつ

いていない。限られた財源の中で何をすべきか、中小企業振興基本条例に基づき設置されている

円卓会議において、検討すべきであるとの指摘がなされました。 

次に、土木費、土木総務費、「住宅リフォーム補助金」について、予算不足により年度途中で

受付を終了している状況にあるとのことだが、改善に向けた取り組みを行っているのかというこ

とについては、予算の拡充、補正予算による対応及び補助限度額の引き下げなどを検討している
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が、実施には至っていないという答弁であります。 

この答弁を受けて、本市の定住促進のために必要な事業であり、補助限度額の引き下げは行わ

ず、年間を通して受け付けができるよう検討してほしいとの意見が出されました。 

次に、土木費、下水道事業費、「浸水対策事業費」について、熊添川流域調整池新設事業の実

施に当たっては、赤坂地区調整池新設事業を踏まえて、どのような改善が図られているのかとい

うことについては、赤坂地区調整池の土地取得の際は十分な調査ができていなかったが、本事業

では、有害物質の特定施設がなかったことを県に確認し、地権者の協力を得て、事前にボーリン

グ調査及び土壌調査を行い、計画地が適正な土地であることを確認している。今後は、適正価格

での取得となるよう鑑定評価を行い、財産管理審議会の答申に基づいた取得を行うとともに、工

事着工に向けて土壌汚染対策法を順守した手続を確実に行っていきたいという答弁であります。 

次に、消防費、災害対策費、「浸水想定ハザードマップ作成委託料」について、ハザードマッ

プを市民に対してどのように周知しているのかということについては、全戸配付を行い、各自治

公民館に掲示している。また、市のホームページに掲載しており、今後はＳＮＳ等での周知も検

討している。活用方法として、自治会などの防災研修において、各地区の避難経路マップづくり

等に利用してもらうことを考えているという答弁であります。 

次に、教育費、学校管理費、「小中学校間ネットワーク管理委託料」について、委託契約期間

を平成３１年３月までとしていたものを、１年半延長する理由は何かということについては、急

速なＩＣＴ教育の進展に伴って必要とされるセキュリティ強化、及び校内Ｗｉ－Ｆｉの整備とセ

ルラーモデルの比較等の課題について綿密に事業設計を行うため、現行のネットワークを保守可

能な最大期限まで延長するものであるという答弁であります。 

この答弁を受けて、市全体として専門知識を有する職員がいないのであれば、民間出身のアド

バイザーの雇用も含めて検討し、契約期間を延長せずに事業を実施すべきであるとの意見が出さ

れました。 

このほか、審査の過程において、コミュニティバス等運行事業について、買物対策事業費補助

金について、同和対策推進団体補助金について、ＬＥＤ防犯灯借上料について、交流センター施

設管理事業について、健幸ポイント事業について、八木山地区スクールバス運行委託料について

等の質疑において、多くの提言なり指摘がなされました。 

以上のような審査の後、委員の中から、小中学校のエアコン設置という住民の要求が反映され

た予算計上はあるものの、市長みずからが危機感を表明するほどの財政見通しが示されているに

もかかわらず、新体育館の移転建てかえ関連経費等の無駄遣いといえる予算計上があること等の

理由から、本案に反対するという意見や、自主財源の確保に消極的で不安もあるが、賛成すると

いう意見が出され、採決を行った結果、本案については、賛成多数で原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

平成３０年度一般会計予算特別委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。７番 川上直喜議員。 

○７番（川上直喜） 

私は、ただいまの予算特別委員長の報告にありました「議案第３号 平成３０年度飯塚市一般

会計予算」案に反対し、討論を行います。 

地方自治の本旨は住民福祉の増進を図ることにあると初めて明記した第２次総合計画を策定し

て２年目であります。市政運営の公務にあたっては、自分が使えるもののために身を捨て尽くす

べきことを述べた、奈良時代の日本書紀中の「背私向公、是臣之道矣」の姿勢を排除し、主権在
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民、国民が主人公の立場に立つ、日本国憲法第１５条が示す、「一部ではなく全体の奉仕者とし

て」という立場をこそ、確固として貫かなくてはなりません。 

日本共産党は、住民の暮らしを応援する市政、無駄遣いを許さない市政、公正で透明な市政、

この３つの視点から、住民が主役で進めること、また切実な課題について、一致点での共同を議

会内外で進めることを呼びかけています。地方交付税率引き上げによる必要な地方交付税の確保

など国が責任を果たすよう求めるとともに、本市において、住民の暮らし応援を最優先する財政

出動へ流れを変えながら、住民と市職員を犠牲にして２０１７年度末で過去最高１４９億４千万

円にまで膨れ上がった財政調整基金と減債基金を活用して、誰もが安心して住み続けられる福祉

のまちづくりを、大きく進めることを提案してまいりました。 

今日、国政においては森友学園事件が決裁文書の書き換え事件にまで発展し、自民党公明党の

安倍政権は、国民との矛盾をいっそう深め、支持率も急落し、いよいよ土壇場を迎えています。

格差社会の拡大、社会保障の抑制、財界が食い物にする大規模公共事業の新たな展開、集団的自

衛権行使に対応する軍事費増大、立憲主義を侵し、日本の専守防衛にとっては変える必要のない

憲法９条の破壊にまで手を出す一方で、日本会議のラインに沿った森友学園、加計学園をめぐる

事態で浮き彫りになったように安倍首相による国政の私物化が横行し、無党派だけでなく与党支

持層をも含む市民と野党の共同の前進の中で、立憲主義、平和主義、民主主義による新しい政治

を求める国民の声が今、ほうはいとして湧きあがろうとしているのであります。 

こうした中、国の乱れた政治から住民を守って福祉を増進し、平和を守るために、本市の役割

発揮が特別に求められています。片峯市長は、施政方針の中で、本年を「チャレンジ元年 未来

に向けた挑戦の年」と位置づけ、７つのポイント、すなわち、１、行財政改革に着実に取り組み、

健全な財政運営を図る、２、子育て環境のさらなる充実や高齢者の活躍の場づくり、３、教育の

さらなる充実、４、国際化の推進、５、企業誘致・公民連携の推進を図る、６、効果的な移住や

定住につながる施策の検討、７、近畿大学、九州工業大学と大学包括連携協定の具体的事業着手

を打ち出し、一般会計、特別会計、企業会計の３つの会計を合わせて１１７３億３５０万円余に

及ぶ予算案をつくり、そのうち一般会計予算は、前年度予算規模より２４億円程度下回り、２０

１６年度決算規模より９４億円程度少ない、６０７億９７００万円であり、今後、大幅な補正含

みと見られます。 

住民の暮らしの応援という視点では待ち望まれていた小中学校のエアコン設置は５年間で１５

億４千万円を出動するものですが、今回予算は住民要求が反映された予算計上であります。適切

な施設を借り上げるなど工夫して公立保育所をつくれば大幅に解消できるのに、保育所待機児の

解消には抜本的な対策の予算を計上せず、本市よりはるかに財政事情が厳しい嘉麻市が実施でき

ている子どもの医療費助成の自己負担解消への財政出動を、行財政改革による予算抑制を盾に拒

否し、周辺部にとどまらず高齢者の切実な声が上がっているコミュニティバスの再生には、市の

見通しでも１路線で１千万円程度しかかからないのに、市として責任を負う立場を放棄したまま

であります。 

子育て世代には重すぎる高すぎる保育料、他都市と比較しても宮若市に次いで高いゴミ袋代、

スタート時から２倍にも膨れ上がった介護保険料など、負担軽減のためのしっかりした財政出動

もありません。 

次に無駄遣いを許さないという視点では新庁舎関連、市役所駐車場関連など無駄遣いにかかわ

る予算計上があり、これと並行して、もともと１５億５千万円で大規模改修すると言っていた体

育館を、４５億３千万円にふやして移転新築建てかえへの方針転換に関する経費が計上されてい

ます。 

そのために、財政調整基金と減債基金の残高は、１２年前に前市政のもとで非常事態宣言を出

したときの６０億円の水準をこれから５年後には割り込み、さらに５年後には２０億円を割り込

む見通しとなり、見通しを発表した片峯市長自身が驚き、危機感を表明し、事業規模の見直しを
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検討することを表明したものであります。みずから危機感を表明するほどのことであれば、立ち

止まって、耐震診断を県知事命令違反を深く反省し速やかに報告するとともに、結果に基づいて

耐震補強計画と改修プランを検討して市民に公表して意見を聞くべきであります。 

さらに公正で透明な市政という視点では、行財政改革の前倒しなどと言って一般ゴミ収集業務

の公的責任放棄、市役所駐車場の有料化、市有地不法占拠について刑事告訴を行わず漫然と民事

裁判を続けている嘉飯山砂利建設に対する特別扱い、監査委員の指摘までも無視し続けて合併後

４億６千万円を超える補助金を渡している部落解放同盟や同和会に対する特別扱い、内心の自由

を侵しかねないのに人権啓発事業の名で部落解放同盟の方針でつくられたＮＰＯの１３年間で４

億５千万円に及ぶ委託料の随意契約による独占受注、市財政が厳しいと言いながら市有地売却益

を放棄することに見られる麻生関連会社の特別扱い、筑豊ハイツ事業における１０年間を超える

無償貸し付け、その後は話し合いで決める、又貸しも了解とする約束の疑惑、不透明感が大きく

広がっているのであります。 

さらに、株式会社ティーティーエス企画への不適切な特別扱い宣言、日本会議福岡の責任者が

会長を務めるＮＰＯの福岡音楽大学設立をめぐる市長のやみくもな前のめり姿勢、前市長のもと

で地元中小業者育成のためにと、一部市議会議員から何と言われようと維持してきた指名業者の

格付け制度の手のひら返しの変更、資本金１０億円の３セクである福岡ソフトウェアセンターの

子育て分野での民営化への関与の疑惑まで、一気に吹き出ています。これらの背景には、それら

の勢力との極めて不透明ななれ合いがうかがわれ、政治倫理条例に資産公開制度を復活し、強化

し、２０１５年の政治倫理審査会の意見書を尊重したより厳しいものにすることを含めて、この

急速に広がる不透明感の打開は、今、急務と言わなければなりません。以上で、私の討論を終わ

ります。 

○議長（藤浦誠一） 

ほかに討論はありませんか。１４番 江口 徹議員。 

○１４番（江口 徹） 

「議案第３号 平成３０年度飯塚市一般会計予算」に関し、討論いたします。 

まず、この議案に関して私は賛成であります。しかしながら、諸手を上げて賛成というわけ

ではありません。なにより心配なのは、飯塚市の財布の中は大丈夫かという点、つまり財政状

況は大丈夫なのかという点であります。 

人々にとって健康が全ての基礎であるのと同様、市政運営にとっては財政が健全でなくては

なりません。しかし、１月に発表された最新の財政見通しでは、来年度から１０年間ずっと赤

字が続き、その平均の赤字額は年間約１３億円です。その結果、いわば市の貯金ともいえる財

政調整基金と減債基金の合計額が、今年度末は１４９億円あるのに対し、２０２７年までの今

後１０年で、わずか１９億円まで減少します。そのことをあらわすかのように、財政状況に関

しての私の代表質問に対する行政経営部長の答弁は、「当時は想定できていなかった合併特例

事業債の活用期限の延長や、事業計画の見直しによる実績の変化、普通交付税を取り巻く状況

の変化等により、基金残高は増加しておりますが、収支では赤字額が増加しており、大変厳し

い状況となっております。」という答弁でした。 

また、以前と比べて財政状況の厳しさが増しているのではないかとの質問に対して、行政経

営部長は「非常に厳しい状況が少し強まっているのかなというふうには感じております。」と

答弁されています。付け加えて、１００億円近くかかるといわれる下水道施設や清掃工場、市

営住宅の建てかえや水道管の布設替え等財政見通しに含まれてないけれど、必要不可欠な大型

公共事業が数多くあるのは、本会議での代表質問や予算委員会での質疑で明らかになっていま

す。 

施政方針には、本年を「チャレンジ元年～未来に向けた挑戦の年」と位置づけ、「行財政改

革に着実に取り組み、健全な財政運営を図る」とありますが、健全な財政運営が図られている
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か心配でなりません。 

今回の３月議会、この財政見通しに関する指摘が非常に多かったのは、その財政状況を心配

する議員が数多くいるあかしでもあります。その点から、本予算案に賛成はいたしますが、以

下の３点について、問題提起をしたいと思います。 

まず、第１点は、４６億円の事業費を必要とする飯塚市新体育館建設基本計画であります。 

今回は、新体育館の設計委託料４５７９万円のほか、地盤調査委託料として１３４０万５千円、

測量委託料として５８２万円の計６５０１万５千円、加えて設計委託料の債務負担行為として

１億６８４万３千円の予算が組まれています。この３月議会では、この体育館に関する予算、

そして関連条例に関し、私どもは非常に悩みました。確かに計画のように新築したら、市民に

喜ばれるのはよくわかっています。私としても、鯰田の議員としても、鯰田に移転してくるの

は大賛成と言いたいところです。でも、今の財政状況の中で移転新築していいのか、飯塚市の

議員として心配であります。合併以降、市役所新庁舎や小中一貫校、浸水対策等大型公共事業

が続きました。かなりお金を使いました。体育館はできたけど、ほかに大切なことをしたいと

思っても、お金がなくてできなくなるかもしれません。福岡音楽大学を飯塚にという構想が発

表されましたが、飯塚市として誘致しようにも財政に余裕がないと、お金がないとできません。

今回、市は移転新築の理由として、「鉄筋コンクリートの建物は６０年くらいが寿命なので、

昭和４７年にできた体育館は、改修しても２０年もすれば建てかえなければいけないから新築

の方がコスパがよい。つまり費用対効果が良い。」からと言っています。 

しかし、その試算は明らかにされておりません。財政、そしてその試算について、市長は、

経済・体育施設に関する調査特別委員会で、次のように述べておられます。「財政シミュレー

ションを見て、非常に不安な状況もあるけれど大丈夫なのかというようなご指摘もありました。

あのシミュレーション見ましたら、ご指摘ごもっともだと思っております。」財政が大丈夫な

のかという指摘はごもっともだと市長も言われているのです。他方、「この体育館につきまし

ては、先ほど説明しましたとおり、今、有利な起債が使用できる期間中に移転新築という形で

実施することのほうが、財政的な将来にわたるメリットもあるということを、今後きちんと整

理し、議会や、そして市民の皆さんにも見える形でお示しをしていきますので、今回の議案第

２０号につきましては、それに向けて一歩前に進めさせていただきますようお願いいたしま

す。」と述べられています。こちらでは、試算が出されていないことへの指摘があったことを

受け、この点は急ぎ対応するので、議案については可決していただきたいというお願いをされ

たわけです。本来ならば、議会は、耐震診断の結果をしっかり確認した後に、移転新築と耐震

改修や大規模改修等の選択肢を比較した試算を執行部に提出していただいた上で、財政状況や

体育施設のあり方を十分検討した上で、体育館を移転建てかえすべきかどうか、事業を進める

かどうか、決断すべきではあります。 

しかしながら、平成３３年度が活用期限の公共施設等適正管理推進事業債を体育館整備の財

源としていること、あわせて市長が先ほど紹介したように、「有利な起債を使用して移転新築

するほうが、財政的な将来にわたるメリットもあるということを、今後きちんと整理し、議会

や、そして市民の皆さんに見える形でお示しをしていきますので、今回の議案第２０号につき

ましては、それに向けて一歩前に進めさせていただきますようお願いいたします。」と述べて

いることから、一歩前に進めるこの予算の成立については、賛成と判断させていただきました。

ただ、この年度内には耐震診断の結果も判明します。その耐震診断の結果が出た後には、市長

が述べられているように、その移転建かえのメリットを速やかに、議会、市民に示していただ

き、議会、市民の十分な理解のもとに、実際の予算執行、設計や地盤調査などの発注作業に当

たっていただくよう、強く求めるものであります。 

次に、保育所・認定こども園等の入所状況についてであります。さきの福祉文教委員会に３

月２日現在における平成３０年度の保育所・認定こども園等の入所内定状況についての報告が
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ありました。その報告によると、４月１日の待機児童の見込みは１８８名にのぼります。この

待機児童の解消については、保育士不足対策として保育士修学資金並びに生活資金の貸し付け

等の対策を取っておられますが、残念ながら待機児童解消に至るばかりか、待機児童数の増も

危惧される事態となっています。この問題は、主に女性の雇用に直結する問題であり、先送り

できるものではありません。対応がおくれればおくれるほど、働きたいけど働けないこととな

り、雇用の妨げ、つまり市内居住者の所得の増加の妨げとなり、ひいては市内の経済活動、市

の税収に対しマイナスの効果をもたらします。待機児童が残念ながら解消しない場合には、現

在計画している新規の保育所の認可や公立保育所の延長保育の早期実現を図るだけでなく、政

府や他市町村の待機児童対策等を参考に、受け皿の拡大、保育士の待遇改善等を含む市として

の待機児童解消プランなどを作成し、急ぎ解消へ向けて対応すべきと考えます。 

最後、３点目は、ごみ袋についてであります。ごみ処理費の中に、ごみ袋の作成費用として、

１億１０４７万３千円が計上されています。この予算は、現状のくるくる巻いているロール式

での予算組みとなっています。しかし、この問題に関しての９月議会での私の一般質問で、明

らかになったのは、このロール式をスーパーなどで売っているビニール袋同様の平折り式、ガ

ジェット式とも呼ぶそうですが、この方式に変更した場合、１枚当たり単価１４円だったのが、

８円と、４２％以上安くなるという事でした。反対に考えると、ロール式は平折り式の１．７

５倍もの値段だということであります。今回の予算にこの価格差を当てはめると、１億１０４

７万３千円を含んでいる予算が６３１２万７千円と、平折り式だったら４千７００万円あまり

安くなることになります。それだけの差があるにもかかわらず、引き続きロール式を採用した

理由は、材質の問題と安全対策と言われましたが、材質については仕様書できちんと書き込め

ば解決する問題であり、安全対策については９月議会で指摘したように、ごみを出す人はごみ

袋を逆さまにして置くことは通常では考えられませんし、平折り式は、福岡市初め他の多くの

市町村でも採用されており、ここまでの価格差を容認するものではありません。合併して１０

年以上たつことを考えると、単純に考えても、約５億円の高い買い物を続けてきたのです。こ

れ以上、この高価なごみ袋を続けるべきではありません。入札前に再度、内部で検討し、速や

かに変更すべき課題であると考えます。 

以上３点に関し、私なりの考えを述べさせていただきました。本議案を審査した予算特別委

員会における討論で、兼本委員は、「賛成ではあるが」と述べた上で、福智町が図書館建設に

際し、ふるさと納税等を活用しながら建設資金を調達した上で建設に踏み切った事を紹介しつ

つ、財政運営のあり方について問いかけました。財政の健全運営は市政運営の基本であります。 

私も本予算案については、賛成するものですが、先に述べたように財政見通しが非常に厳し

いことから、指摘した３点については、執行前に再度、十二分に検討することを強く求め、私

の討論といたします。 

○議長（藤浦誠一） 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第３号 平成３０年度飯塚市一般会計予算」の委員長報告は、原案可

決であります。 

委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

「議案第４０号 教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めること」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（片峯 誠） 
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ただいま上程されました「議案第４０号 教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めるこ

と」についてご説明いたします。 

議案第４０号は、平成３０年５月１６日付をもって任期満了となります教育委員会委員につき

まして、大隈恵子氏を引き続き任命したいと存じますので、議会の同意を求めるものであります。

よろしくお願いいたします。 

○議長（藤浦誠一） 

提案理由の説明が終わりました。 

お諮りいたします。本案は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第４０号 教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めること」に

ついて、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

ただいま任命に同意いたしました大隈恵子さんから挨拶をしたい旨の申し出があっております

ので、これをお受けいたします。大隈恵子さん。 

○大隈恵子 

 ただいま教育委員としてご同意をいただきました大隈恵子でございます。また、この場におい

て挨拶できることを深く感謝申し上げます。 

今、私の頭の中には先日卒業をした子どもたちの姿があります。ことしも多くの子どもたちが、

この飯塚市の学校を巣立っていきました。彼らが将来進む道で、皆が輝きたくましく生きていっ

てほしいと思うと同時に、私は飯塚市の教育委員としての責任を改めて感じております。これか

らの世の中は大きく変化をするであろうと言われております。このような時代を担う子どもたち

にとって、教育というのはとても大事な役割を果たすと思います。私はまだまだ力不足で微力で

はありますが、誠心誠意努力をして飯塚市の教育の充実と発展のために頑張りたいと思います。

どうぞ皆さん、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（藤浦誠一） 

「議案第４１号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」から

「議案第４９号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」までの９

件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長（片峯 誠） 

ただいま上程されました、議案第４１号から議案第４９号の「固定資産評価審査委員会委員の

選任につき議会の同意を求めること」について、ご説明いたします。 

平成３０年５月１６日付をもって任期満了となります、本市固定資産評価審査委員会の委員に

つきまして、議案第４１号から議案第４４号は、牛島光一氏、柳田光重氏、井手口琢也氏、金子

由美氏を引き続き同委員として、議案第４５号から議案第４９号は、坂口 隆氏、神﨑義徳氏、

安永範彦氏、北冨悦則氏、梅津眞由美氏を新たに同委員として選任したいと存じますので、議会

の同意を求めるものであります。よろしくお願いいたします。 
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○議長（藤浦誠一） 

提案理由の説明が終わりました。 

お諮りいたします。本案９件は、会議規則第３６条第３項の規定により、いずれも委員会付託

を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案９件は、いずれも委員会付託を省略することに決定いた

しました。 

質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議題中、「議案第４１号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の

同意を求めること」について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

次に、「議案第４２号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」

について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

次に、「議案第４３号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」

について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

次に、「議案第４４号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」

について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

次に、「議案第４５号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」

について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

次に、「議案第４６号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」

について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

次に、「議案第４７号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」

について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

次に、「議案第４８号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」

について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 
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次に、「議案第４９号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求めること」

について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

「議案第５０号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること」から「議案第５３号 

人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること」までの４件を一括議題といたします。提案

理由の説明を求めます。市長。 

○市長（片峯 誠） 

ただいま上程されました、議案第５０号から議案第５３号の「人権擁護委員の推薦につき議会

の意見を求めること」についてご説明いたします。 

平成３０年６月３０日付をもって任期満了となります人権擁護委員につきまして、議案第５０

号から議案第５２号は、松岡 智氏、内藤正登氏、妻鳥幸子氏を引き続き、同委員の候補者とし

て、議案第５３号は、伊藤智恵氏を新たに同委員の候補者として推薦したいと存じますので、議

会の意見を求めるものであります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤浦誠一） 

提案理由の説明が終わりました。 

お諮りいたします。本案４件は、会議規則第３６条第３項の規定により、いずれも委員会付託

を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案４件はいずれも委員会付託を省略することに決定いたし

ました。 

質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。議題中、「議案第５０号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めるこ

と」について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

次に、「議案第５１号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること」について、同意

することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

次に、「議案第５２号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること」について、同意

することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

次に、「議案第５３号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること」について、同意

することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

「議案第５４号 監査委員の選任につき議会の同意を求めること」を議題といたします。提案

理由の説明を求めます。市長。 
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○市長（片峯 誠） 

ただいま上程されました「議案第５４号 監査委員の選任につき議会の同意を求めること」に

ついてご説明いたします。 

平成３０年５月１６日付をもって任期満了となります監査委員につきまして、篠﨑充俊氏を引

き続き同委員として選任したいと存じますので、議会の同意を求めるものであります。よろしく

お願いいたします。 

○議長（藤浦誠一） 

提案理由の説明が終わりました。 

お諮りいたします。本案は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第５４号 監査委員の選任につき議会の同意を求めること」について、

同意することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。 

ただいま選任に同意いたしました篠﨑充俊さんからあいさつをしたい旨の申し出があっており

ますので、これをお受けいたします。篠﨑充俊さん。 

○篠﨑充俊 

 ただいま監査委員にご選任いただきました篠﨑でございます。就任に当たりまして一言ご挨拶

申し上げます。 

再び飯塚市の監査委員に選任され、身の引き締まる思いでございます。監査委員としてその職

務を深く認識して、公正かつ厳正な監査を行うことにより、その職責を果たしてまいりたいと存

じます。議員の皆様、また、関係各位のご指導とご鞭撻を心からお願い申し上げまして、簡単で

はございますが、ご挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（藤浦誠一） 

「議会選出各種委員の選出」を議題といたします。 

お諮りいたします。議会選出各種委員の選出について、議長において指名することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。 

議会事務局にその氏名を発表させます。議会事務局次長。 

○議会事務局次長 

議会選出各種委員の氏名を発表いたします。民生委員推薦会委員に、１４番 江口 徹議員、

６番 奥山亮一議員。国民健康保険運営協議会委員に、１１番 永末雄大議員、１３番 守光博

正議員。中小企業融資制度審議会委員に、２８番 平山 悟議員、３番 瀬戸 光議員。以上で

ございます。 

○議長（藤浦誠一） 

お諮りいたします。民生委員推薦会委員に、１４番 江口 徹議員、６番 奥山亮一議員、以
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上２名を選出することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、民生委員推薦会委員に、１４番 江口 徹議員、６番 奥山

亮一議員、以上２名を選出することに決定いたしました。 

次に、国民健康保険運営協議会委員に、１１番 永末雄大議員、１３番 守光博正議員、以上

２名を選出することに賛成の議員はご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、国民健康保険運営協議会委員に、１１番 永末雄大議員、１３番 守光博

正議員、以上２名を選出することに決定いたしました。 

次に、中小企業融資制度審議会委員に、２８番 平山 悟議員、３番 瀬戸 光議員、以上２

名を選出することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、中小企業融資制度審議会委員に、２８番 平山 悟議員、３

番 瀬戸 光議員、以上２名を選出することに決定いたしました。 

「議員提出議案第１号」及び「議員提出議案第２号」、以上２件を一括議題といたします。提

案理由の説明を求めます。２６番 道祖 満議員。 

○２６番（道祖 満） 

議員提出議案第１号及び議員提出議案第２号について、提案理由の説明をいたします。 

本案２件はいずれも意見書案であり、お手元に配付しておりますので、案文の朗読は省略し、

送付先を申し述べさせていただきます。 

「バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書（案）」は、内閣総理大臣、国土

交通大臣宛てに、「障がい児者の生きる基盤となる『暮らしの場』の早急な整備を求める意見書

（案）」は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官宛てに、そ

れぞれ提出したいと考えております。以上で、提案理由の説明を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

提案理由の説明が終わりました。 

お諮りいたします。本案２件は、会議規則第３６条第３項の規定により、いずれも委員会付託

を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件はいずれも委員会付託を省略することに決定いたし

ました。 

質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議員提出議案第１号 バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める

意見書の提出」及び「議員提出議案第２号 障がい児者の生きる基盤となる『暮らしの場』の早

急な整備を求める意見書の提出」、以上２件について、いずれも原案どおり可決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案２件は、いずれも原案可決されました。 

「議員提出議案第３号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。５番 光根正宣議

員。 
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○５番（光根正宣） 

議員提出議案第３号について、提案理由の説明をいたします。 

本案は意見書案であり、配付しておりますので、案文の朗読は省略し、送付先を申し述べさせ

ていただきます。 

「所有者不明の土地利用を求める意見書（案）」は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、農

林水産大臣、国土交通大臣宛てに提出したいと考えております。以上で、提案理由の説明を終わ

ります。 

○議長（藤浦誠一） 

提案理由の説明が終わりました。 

お諮りいたします。本案は、会議規則第３６条第３項の規定により、委員会付託を省略いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議員提出議案第３号 所有者不明の土地利用を求める意見書の提出」につ

いて、原案どおり可決することに、賛成の議員は、ご起立願います。 

（ 起 立 ） 

賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 

「報告第１号 平成２９年度飯塚市土地開発公社予算の補正」の報告を求めます。土木建設課

長。 

○土木建設課長（中村洋一） 

「報告第１号 平成２９年度飯塚市土地開発公社予算の補正」について、地方自治法第２４３

条の３第２項の規定に基づき、ご報告いたします。議案書の９０ページをお願いいたします。 

今回の補正は、事務事業の実績見込みによるものでございます。収益的収入及び支出における

収益的収入ですが、既決額５８７万９千円を第１款、第２項の附帯等事業収益４万２千円と、第

２款、第２項雑収益の運営費補助金２２万２千円の合計２６万４千円を増額補正し、６１４万３

千円としております。 

収益的支出は、既決額９０９万６千円を第２款、第１項の販売費及び一般管理費２７万１千円

を増額補正いたしまして、９３６万７千円としております。なお、増額の主な要因は、人件費負

担金の増によるものでございます。 

また、収益的収入と収益的支出の差引額はマイナス３２２万４千円となりますが、前年度の繰

越金により補填させていただきます。以上、簡単ではございますが、報告第１号の説明を終わり

ます。 

○議長（藤浦誠一） 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

「報告第２号 専決処分の報告（交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和

解）」の報告を求めます。環境対策課長。 

○環境対策課長（永岡秀作） 
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議案書９１ページをお願いいたします。「報告第２号 専決処分の報告（交通事故に係る損害

賠償の額を定めること及びこれに伴う和解）」について報告いたします。この報告は、地方自治

法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第２項の規定により報告を

するものです。 

本件事故は、平成２９年１１月２８日火曜日午前９時３５分頃、環境対策課クリーンセンター

職員が、飯塚市西徳前地内において、可燃ごみ収集の際にじんかい車の方向転換が必要となり、

飯塚市薬剤師会館駐車場において方向転換をさせていたところ、じんかい車の後ろ上部を飯塚市

薬剤師会館駐車場天井部分に接触し、損傷させたものでございます。なお、市側、相手方ともに、

人身傷害はございませんでした。 

また、この事故による和解につきましては、市側１００％の過失割合とし、損傷した相手方の

天井修繕料の１７万８２００円を相手方に支払うものでございます。 

今回事故の原因は、車両の後方はもとより、周囲の安全確認を十分に行わなかったことが大き

な要因でございます。今後、このような事故が起こらないよう、車両の運転については周囲の安

全を十分確認するよう、当該職員に対しまして強く指導を行いました。また、他の職員につきま

しても、安全運転への注意喚起を行ったところではございますが、今後も機会あるごとに安全運

転の確認を行い、再発防止に努めてまいります。以上、簡単ではございますが、報告を終わりま

す。 

○議長（藤浦誠一） 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

「報告第３号 専決処分の報告（車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴

う和解）」の報告を求めます。都市計画課長。 

○都市計画課長（堀江勝美） 

報告第３号の専決処分の報告について、ご報告いたします。議案書の９３ページをお願いいた

します。 

この報告は、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、公園施設による車両損傷事故に係

る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処分をいたしましたので、同条第

２項の規定により報告を行うものでございます。 

本件事故は、平成２９年１２月２９日金曜日午後１時頃、相手方の車両が飯塚市吉北の健康の

森公園の駐車場において、運転者が駐車した位置から後進中、浮いている状態の側溝蓋に気づか

ず、車両が踏んだ衝撃で跳ね上がった側溝蓋がフロントバンパー等に引っ掛かり、車両に損傷を

与えたものでございます。事故によります市の過失割合は８０％であり、相手方車両の損害賠償

額は９万３０６９円となっております。 

公園施設の点検補修につきましては、日頃より職員による施設の点検やパトロール等を行い、

危険な箇所を発見した際には、迅速に対応しておりますが、さらに気をつけて管理を行ってまい

ります。以上、簡単ではございますが、報告を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

「報告第４号 専決処分の報告（市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及び

これに伴う和解）」の報告を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（山本昭彦） 

報告第４号の専決処分の報告について、ご報告いたします。 
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この報告は、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、市道上の車両損傷事故に係る損害

賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について専決処分をいたしましたので、同条第２項の

規定により報告を行うものでございます。報告第４号、議案書の９５ページをお願いいたします。 

本件事故は、平成２９年１２月１日金曜日午後９時頃、柏の森地内の市道帯田・黒ノ本線にお

いて、当事者がアパート駐車場で駐車枠内にバックで入ろうと側溝に乗り上げたところ、グレー

チングの蓋が側溝内に落ち込んでいたため、側溝に車両左側前輪タイヤがはまり込み、車両左側

前ドアを損傷させたものでございます。事故によります市の過失割合は７０％であり、当事者車

両の損害賠償額は３万５１７６円となっております。 

道路点検補修につきましては、日頃より市報等での情報提供依頼の掲載や、職員への呼びかけ、

道路パトロール等を行い、補修箇所を発見した際には迅速に対応しておりますが、さらに気をつ

けて行ってまいります。以上簡単ではございますが、報告を終わります。 

○議長（藤浦誠一） 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

署名議員を指名いたします。７番 川上直喜議員、２２番 鯉川信二議員。 

以上をもちまして、本定例会の議事日程の全部を終了いたしましたので、これをもちまして平

成３０年第１回飯塚市議会定例会を閉会いたします。大変長い間お疲れさまでございました。 

 

午後 ０時３４分 散会
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◎ 出席及び欠席議員 

 

 （ 出席議員 ２７名 ） 

 

１番  藤 浦 誠 一 

 

２番  佐 藤 清 和 

 

３番  瀬 戸   光 

 

４番  兼 本 芳 雄 

 

５番  光 根 正 宣 

 

６番  奥 山 亮 一 

 

７番  川 上 直 喜 

 

９番  明 石 哲 也 

 

１０番  秀 村 長 利 

 

１１番  永 末 雄 大 

 

１２番  田 中 裕 二 

 

１３番  守 光 博 正 

 

１４番  江 口   徹 

 

１５番  梶 原 健 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６番  吉 田 健 一 

 

１７番  福 永 隆 一 

 

１８番  城 丸 秀 髙 

 

１９番  松 延 隆 俊 

 

２０番  上 野 伸 五 

 

２１番  田 中 博 文 

 

２２番  鯉 川 信 二 

 

   ２３番  古 本 俊 克 

 

２４番  森 山 元 昭 

    

２５番  勝 田   靖 

    

２６番  道 祖   満 

    

２７番  坂 平 末 雄 

    

２８番  平 山   悟 
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◎ 職務のため出席した議会事務局職員 

 

議会事務局長  田 代 文 男 

 

議会事務局次長  許 斐 博 史 

 

議事総務係長  岩 熊 一 昌 

 

書 記  山 本 恭 平 

 

 

 

 

 

議事調査係長  太 田 智 広 

 

書 記  宮 嶋 友 之 

 

書 記  伊 藤 拓 也 

 

◎ 説明のため出席した者 

 

市 長  片 峯   誠 

 

副 市 長  梶 原 善 充 

 

教 育 長  西   大 輔 

 

企 業 管 理 者  石 田 愼 二 

 

総 務 部 長  安 永 明 人 

 

行政経営部長  倉 智   敦 

 

都市施設整備推進室長   髙 木 宏 之 

 

市民協働部長  森 口 幹 男 

 

市民環境部長  中 村 雅 彦 

 

経 済 部 長  諸 藤 幸 充 

 

福 祉 部 長  山 本 雅 之 

 

都市建設部長  鬼 丸 力 雄 

 

教 育 部 長  久 原 美 保 

 

企 業 局 長  中 村 武 敏 

 

福 祉 部 次 長  石 松 美 久 

 

都市建設部次長  今 井   一 

 

 

 

環境対策課長  永 岡 秀 作 

 

土木管理課長  山 本 昭 彦 

 

土木建設課長  中 村 洋 一 

 

都市計画課長  堀 江 勝 美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


